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地理的表示「山梨」！知っていただきたい

～ＧＩ Yamanashiワインの話～
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ＧＩ Yamanashi

１ 地理的表示制度の概要
ＥＵ等で普及している地理的表示制度は、酒類や農産品などにおいて、
ある特定の産地に特徴的な原料や製法によって造られた商品だけが、そ
の産地名を独占的に名乗ることができる制度です。
海外ワインＧＩの例： ボルドー、シャンパーニュなど
▶  産地にとっては、「地域ブランド」確立による「他の商品との差別化」、消費者にとっては、
一定の品質が確保されていることが保証されているという効果があります。

我が国では他の産品に先がけ、酒類において初めて地理的表示制度が
導入されました（平成６年（1994 年））。 

２ 我が国における酒類の地理的表示
酒類の地理的表示は、国税庁長官が指定しています。
地理的表示の名称は、正しい産地でない酒類、品質が一定の基準を満
たしていない酒類には使用することができません。

ＧＩ Yamanashi は、酒類（ワイン）の地理的表示です。
※ 「ＧＩ」は、「Geographical　Indication」の
頭文字をとったもので、地理的表示を意味します。

「ＧＩ　Yamanashi」 は、このワインが「山梨県が産地である
こと」と「厳格な品質基準を満たしたものであること」を保証
するものです。

ＧＩ Yamanashiワインとは？
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山梨県の気候・風土
山梨県は高い山々に囲まれた山間地があ
り、海洋の影響が少ないため、梅雨や台風の
影響を受けにくく、日中は気温が上昇し、朝
夕は大きく気温が低下するため、１日の気温
差が大きいというぶどう栽培に適した特色が
あります。
また、多くのぶどう栽培地は、花こう岩及び安山岩の崩壊土から成り、
土層が深く肥沃で排水も良好な傾斜地にあります。

ワイン産地としての山梨県
山梨ワインの生産は、1870 年頃から始まっ
たといわれています。明治時代から、ぶどう
の品種改良に関する研究開発などが行われて
きました。
山梨県は、日本におけるワイン醸造の発祥
の地と言われており、現在においても日本最
大数のワイナリーがあるほか、世界的なコン
クールでも入賞する高品質なワインを生産し、世界的にも知名度が上がって
います。

平成 25 年７月（2013 年７月）、地理的表示「山梨」が誕生しました。
※ わが国で初めてのワインの地理的表示です。
 平成 29 年６月（2017 年６月）、地理的表示「山梨」の生産基準の見直し
（更なる厳格化）が行われました。

ＧＩ Yamanashi ワインの成り立ち
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原 料
● 山梨県で収穫されたぶどうのみを使用していること。
●  ぶどう品種は甲州、マスカット・ベーリーＡ、カベルネ・ソーヴィニヨ
ン、シャルドネなど、指定品種（４２品種）に限られていること。

● 一定の糖度以上のぶどうのみを使用していること。

製法等
●  山梨県内で醸造、貯蔵、容器詰めし
たものであること。

●  アルコール度数は辛口が 8.5％以上、
甘口が 4.5％以上であること。

●  補糖、補酸等には一定の制限がある
こと。

甲州 マスカット・
べーリーA

カべルネ・
ソーヴィニヨン

シャルドネ

ＧＩ Yamanashi ワインの原料・製法等
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地理的表示「山梨」管理委員会が官能審査な
どの品質審査や表示審査を厳格に行っています。
この審査に合格したワインだけが 「GI 
Yamanashi」 を表示することができます。

【地理的表示「山梨」管理委員会】
住　　所 山梨県甲府市東光寺3－13－ 25

地場産業センター2階
山梨県ワイン酒造組合内

電話番号 055-233-7306
ウェブサイトアドレス　 www.wine.or.jp/

地理的表示「山梨」の使用が認められたワインは、酒類の容器又は包装
に 「GI Yamanashi」と表示されています。

《表示例》

ＧＩ Yamanashi ワインの管理機関

ＧＩ Yamanashi ワインのラベル表示



ＧＩ Yamanashi

国内では、｢日本ワイン｣のほか ｢海外原料を使用したワイン」
や｢輸入ワイン ( 外国産 )｣など、様々なワインが流通しています。
「ＧＩ Yamanashi」が表示されたワインは、日本ワインのう
ち国税庁長官の指定を受けた厳格な生産基準に則って製造され
管理機関による審査に合格した高品質なワインです。

国内ワイン市場

国内製造ワイン（国産）

輸入ワイン
（外国産）

輸入濃縮果汁
等を使用

国内で収穫された
ぶどうのみを
使用

ＧＩ 
Yamanashi
ワイン

ボルドー
シャンパーニュ

等

地理的表示

海外原料を
使用した
ワイン

日本ワイン

ＧＩ Yamanashiワインと日本ワインの関係
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ＧＩ Yamanashi ワイン 日本ワイン

定　　　義

・ 山梨県で収穫されたぶどう（指定品
種（42品種））で一定の糖度以上の
もののみを使用
・ 山梨県内で製造・貯蔵・容器詰め
・品質審査等に合格したもの
・「ＧＩ Yamanashi」と表示

・ 国内で収穫されたぶどうのみを使用
・ 国内で製造

管 理 機 関 有 無
ラベル等の
表示事項

・ 「日本ワイン」と表示
・ 原材料名を「ぶどう」と表示
・ ぶどうの原産地名を「山梨県産」、「勝
沼町産」等山梨県内の原産地名を表示
※勝沼町は一例

・ （同左）
・ （同左）
・ ぶどうの原産地名を「日本産」又は「都
道府県名」等で表示

地　名

・ ぶどうの収穫地については、使用量
が85％以上の場合に表示可
・ ぶどうの収穫地と醸造地が異なる場
合、醸造地を含む地名を表示可（た
だしぶどうの収穫地を含む地名でな
いことがわかるように）

・ （同左）

・ （同左）

品種名

・ 表示するぶどうの品種の使用量の合
計が85％以上を占める場合に表示可
・ 甲州（品種名）を100％使用する場
合に限り「甲州」と表示可

・ 表示するぶどうの品種の使用量の合
計が85％以上を占める場合に表示可

収穫年 ・ 収穫年に収穫したぶどうの使用量が
85％以上の場合に表示可

・ （同左）

メインラベル

甲州　2020
GI Yamanashi

甲州　2020

このラベルからは、次の情報が読み取
れます
① 山梨県で収穫された甲州（品種名）
を100％使用
② 上記甲州（品種名）の85％以上が
2020年に収穫
③ 管理機関の品質審査等に合格したもの

このラベルからは、次の情報が読み取
れます
①甲州（品種名）を85％以上使用
② 原料のぶどうの85％以上が2020
年に収穫

ＧＩ Yamanashiワインと日本ワインの比較

表示例表示例



消費者の皆様方に、東京国税局管内（東京都、千葉県、神奈川
県及び山梨県）のお酒に関する情報を東京国税局ホームページ内
の「お酒チャンネル一都三県」にてお届けしています。
山梨県のワイナリーのほか、東京国税局管内一都三県の清酒蔵、
ブルワリー等や酒類業組合主催のイベント情報もご紹介していま
す。是非お立ち寄りください。

国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームペー
ジ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」をご覧ください。

この冊子は令和２年 12 月末現在の法令等を基に作成したものです。
東京国税局 酒税課

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shiraberu/sakechannel/index.htm

お酒チャンネル

国税庁　マイナンバー

山梨県のワイナリー情報は、お酒チャンネル一都三県でご覧になれます。

国税局・税務署

お知らせ

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shiraberu/sakechannel/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

